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 １ 本日のシンポジウムの趣旨 
【目的】 
政策を評価するとはどういうことか、国の政策評価制度を例に実務と学術の観点から学ぶ。 

【ポイント】 
◯  政策はなぜ作られるのか。  
◯  政策評価とはどのようなものがあるのか。 

 ２ 講演要旨 
【政策と評価】 
1. 政策について 
本日は政策を評価するとはどういうことかということを考えてみる機会としたいと思っている。
そもそも政策という定義は何かというと、政策評価法には、「行政上の一連の行為についての方
針」と書いてある。また、政策は「政策」、「施策」、「事務事業」の区分に対応しており、そ
のレベルは区々であると考えられている。つまり、政策の名称が大切であるというより行政活動
の方針を書いたものと理解してもらったら良い。総合政策の下に基本計画や事務事業といった体
系があるが、すべて政策である。
では、政策とは何かということについて説明したい。
行政学の森田朗先生の定義によると、政策は社会的な課題の解決を目指して策定されるものであ
る。つまり、政策は、課題を解決し、望ましい社会状態を作ろうとするために、誰がどのような
活動をどのように行って効果を上げるかを体系的に表したプログラムであるということになる。
これをイメージにすると法制度や予算があり、これを使って何らかの活動をし、活動の効果が課
題解決につながる。強いては望ましい社会状態に出来上がるということになる。また、森田先生
の言葉を借りて分かりやすくいうと、政策とは、「コンピューターのプログラムと同じ」で、や
りたいことをどのように分かりやすく書くか、というプログラムであるといえる。
もう少し具体的に自治体を例として説明したい。
例えば、A市で高齢者対策のためにB市で評判の高い高齢者を対象とした健康教室の事業をやっ
てみたいと思い、検討しているとする。これは、よくある話かと思うが、本当にそれで良いのか
立ち止まって考えてもらいたい。A市の置かれている状況がB市と全く同じであれば、同じやり方
で良いが、A市、B市の課題は何かを考えないといけないということになる。

A市の課題は、例えば病気になる高齢者が増えていることかもしれないし、高齢者の生きがい
が失われていることかもしれない。しかし、市が何を優先して取り組んでいきたいのかといった
ことを明らかにすることを大切である。今説明したのは、課題の特定という作業であり、課題と
は「現状とありたい姿とのギャップ」である。このギャップが課題となる。
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課題が病気になる高齢者の増加である場合、課題の本質は何か、これを掘り下げて考えてみる
ことになる。
なぜ、病気になる高齢者が増えているのかという問いかけをしたとすると、検診受診率が低い

ため、予防できたはずができなかったということかもしれないし、市内の医療機関が少ないこと
が原因かもしれない。これらの原因は、ブレーンストーミングをすれば出てくるかと思う。ここ
では、課題の本質は何かということを明らかにするプロセスである。
ここで、課題の本質が検診受診率の低さであることが分かれば、目標は検診受診率の向上と

いうことになるので、PRや病気の予防知識を身につけるためにはどうすればよいのかといった
ことを考えれば良いことになる。行政活動から望ましい社会状態までの一本の流れができれば、
A市でやっていっても良いということになる。A市とB市で異なることがあれば、それを変えて
いったら良い。この考え方を一般的にロジックモデルという。
ロジックモデルの典型例は、インプット→アクティビティ→アウトプット→アウトカム→イン

パクトという流れである。
今までのことを要約すると、政策の立案においては、課題を特定し、課題の本質を掘り下げ

て考えた上で、当該課題を解決するために、どのような手段により何を達成しようとするのか、
その論拠を明らかにすることが重要ということになる。このことは、EBPMといわれるものと関
係している。さらにEBPMでは、統計などを使って、いかに自分たちの政策を説明するかという
ことが大切である。
次に立案した政策を不断に改善するためには、政策が実施された後に期待された効果を上げ

たかなどを検証し、改善のための判断材料を整理することが重要である。政策を深く考えていく
と、いい政策をしていこうと思うとどこかで評価しないといけないことになる。政策と評価が連
関している。これが、PDCAサイクルである。

（２）評価について 
 　評価というものはどのようなやり方があるのかというと先ほどの健康教室を例にとると5つく
らいのやり方が考えられる。
１つ目は、検診の重要性など病気予防の知識を必要としている高齢者はA市にどれくらいいる

かということである。少なくとも、既に知っている人が多ければ行う必要はない。
２つ目は、A市の高齢者対策として検診受診率向上のための健康教室の開催は妥当であった

か、という先ほどのロジックモデルを確かめてみるということである。
３つ目は健康教室の開催回数や参加者数、内容などは問題なかったか、といった評価である。

これは、事業の振り返りでよくすることと思われる。
４つ目は参加者の検診受診率は増えたかという評価である。ポイントは事前に目標を立てて

おくというものである。そうでないと、後から考えても何を評価するのか分からない。ある程度
事前に決めておかないと後で評価する意味がなくなってしまうことになる。
５つ目は、参加者の検診受診率に影響を与える外部要因はあるか、といった点である。例え

ば、受診費用がタダになったとした場合、受診者が増えたのが健康教室の効果か受診費用の影響
によるものなのかといったことについては、事業効果と外部要因を相当精査して上手く考えない
と本当の効果は出てこない。

【国の政策評価制度の概要】 
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（1）政策評価制度の導入 
プログラム評価は、１９６０年代当時のアメリカのケネディ等の民主党政権で貧困対策が行わ

れた際に出てきたものである。大きな貧困対策プログラムについて、本当に効果があったのかを
検証するためにプログラム評価というものが出てきた。
PDCAサイクルは高度経済成長期にQCサークルとともに、現場の改善のために実践が進ん

だ。
別の流れとして１９８０年代以降の民間の経営管理手法として、成果志向、顧客重視や業績管

理といった手法を公共部門に活用できないかという流れが出てきた。これが、NPMと呼ばれる
ものである。走りはサッチャー政権で、各国で取り入れられた。評価の関係では、アメリカにお
いて１９９３年に政府がGPRAという業績管理法を義務付けた。イギリスでもCSRという仕組み
ができた。
日本においても１９９０年代に評価の流れがあり、三重県をはじめ自治体で行われるように

なった。国においても、公共事業評価やODA評価といったものが取り入れられ、国レベルでの
評価のあり方が求められるようになってきた。
橋本内閣の時に省庁再編の議論と同時に行政機関共通の制度についても議論された。
その一つが行政評価である。
従来の行政では、法律の制定屋予算の獲得等に重点が置かれ、政策を積極的に見直すという

機能は軽視されがちだったため、各省の評価機能の強化や結果の公開が求められ、どう制度に落
とし込むかといったことが課題となり、「行政機関が行う政策の　　　評価に関する法律」いわ
ゆる政策評価法が制定された。

（２）評価制度の枠組み 
この政策評価法に基づく制度の枠組みについて説明したい。
効果的な行政の推進とは、政策について、何を目指そうとしているのか、どのような効果があっ

たのか、実際達成されたのかについて見直そうというものである。
次に、政府の諸活動について国民に説明する責任を全うするというものである。これは、ア

カウンタビリティーといわれるもので、何が起こったのかをつまびらかに説明するという意味で
ある。ここで大切なことは、説明をする事で、その責任をどう取るのかというのは、レスポンス
ビリティーであるので分けて考える必要がある。

（３）評価方法の概要 
先ほど説明した、PDCAサイクルに基づき各省庁が政策を評価している。その上で、各省庁で

できないことを総務省が企画立案をしたり、点検を行ったりしている。また、複数の省庁にまた
がるような評価は総務省で行なっている。また、各省庁の評価については、できる限り定量的に
把握し、必要性、効率性、有効性等の観点から自己評価を行うことになっている。評価のやり方
は、事前と事後の評価に別れる。特に事前評価については、金額の大きい事業などについて、評
価をするよう求めている。事後の評価については、主要な行政目的に係る政策を評価することと
なっている。この考えに基づき、評価書を作成し、結果を政策の企画立案に反映し、国会に報告
書を提出している。

（４）政策体系 
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政策の体系については、各省庁に政策の対象となる政策がどのような目的のもとにどのような
手段を用いて実施されるか体系化してもらい、どこのレベルの評価をしているのかを常に念頭に
置くよう求めている。これは、閣議決定で定めている。
経済産業省の政策体系を例にとると、8つの政策と28の施策がありその下に事務事業があると
いった体系になっている。

（５）評価の方式 
この施策の評価方式だが、実績評価方式というものがある。これは、あらかじめ政策効果に

注目した達成すべき目標を設定し、目標の達成度合いについて評価するものである。
事業評価方式とは、ここの事務事業を中心として、あらかじめ期待される政策効果やそれらに

要する費用等を推計・計測するものである。
最後に、総合評価というものについては、特定のテーマについて、政策効果の発現状況を様々な
角度から掘り下げて分析するなど総合的に評価するものである。
実績評価については、省庁様々な評価を行なっていたが、総務大臣から分かりにくいとの指摘

があったため標準になるガイドラインを作成した。

（６）目標管理型の政策評価 
目標管理型の政策評価については、国土交通省の「観光立国の推進」の例がある。
先ほど、評価方法を統一したという目玉は、評価結果の共通区分を作ることがあった。
評価区分を揃えたことにより、省庁間の比較ができるようになった。評価結果のうち、進展し

ていないものの例として、警察庁の特殊詐欺の犯罪件数や国交省の河川整備状況などがある。

（７）政策評価と予算 
この評価結果をもとに、各省庁は次年度の予算を財務省に要求している。財務省もまた、評価

結果を見ながら予算査定を行なうこととなっている。

（８）事業評価方式等による評価 
次は、事業評価レベルでの評価について説明する。
公共事業の評価については、新規事業の採択の際に行う事前評価、事業が進展していないもの

について、見直しを行うための再評価である。事業後、改善することや、今後の事業の参考にな
るようなものがないかといったことを検証するための事後評価がある。道路やダム、森林整備、
上水道などの事業について、この評価を行い、費用便益分析を実施している。
規制評価については、政策評価制度ができてからOECDの勧告に基づき追加されたものであ

る。これは、許認可などのような規制について、もたらす費用が規制によって得られる効果つま
り便益によってバランスが取れているかどうかといったことを事前に評価するものである。
最近は、事後評価も行うようになってきている。
最後に租税特別措置についての評価である。一定の目的を達成するために特別な税制措置を取

るものについて行う評価である。具体的には、中小企業への税の控除措置や減価償却に係る措置
などについて、この措置が、国の税収減に見合った効果が得られているのかといったことを評価
するものである。

（９）総務省の評価 
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総務省の行う評価は、複数省庁にまたがるようなものを行なっている。今行っている評価を紹
介すると、女性活躍の推進に関する評価を行なっている。これは、内閣府と厚生労働省が中心と
なって行なっているものであるため、２つの省庁の事業を総務省が評価を行なっている。これは、
女性活躍推進法ができて２年ほど経ったため効果が出ているかどうか検証を行うものである。こ
の法律は、一定規模以上の企業を対象に、女性採用比率などの項目について、行動計画を立て、
「見える化」の義務付けを行なったものである。
この効果を確かめるために、２８年の制定以降、女性の採用比率が上昇したのかどうか、１

５，０００社にアンケートを行なっているところである。難しいことではあるが、見える化が義
務付けられている３０1人以上の会社と義務のかかっていない３０1人未満の会社を比較し、一定
規模以上の会社の方が、採用比率が上がっていれば効果が出ているといえるので、このことを検
証できるように検討を行なっているとこである。何故このような評価を行なっているかというと、
施行後、３年後の見直しを迎えるに当たり、301人未満の企業においても義務付けが出来ないか
といったことを検討するための判断材料が得られないかということである。また、義務付け要件
を４項目以上に増やすことは出来ないかといった事についても分析を進めたいと考えている。
各企業における取組みの状況については、総務省の地方事務所がヒアリング調査を行なってい

るところである。
総務省としては、テレワークや教育訓練、育休後の復職制度などの効果があるのではないかと

思っている。果たして効果があったかという因果関係については、管理職の女性比率が上昇した
かどうかといった項目について、分析を行なっているところである。
柔軟な働き方と復職制度については、相関関係がありそうだということを今分析しているとこ

ろである。
総務省の行う評価のうち公共事業評価の例として、農水省の行う事業で、淡路島の江井鳶ノ巣

地区で行なっている公共事業である。これが１０年経っても終わっていない。
この評価が適正かどうかということを総務省が点検評価した。この地滑り対策事業であるが、

災害が起こったならば被害を受けたかもしれない被害額を見積もりっている。この計算方法では、
ため池の数がどれだけあるかで変わってくる。農水省の評価書に書いてある数が正しいかどうか
実地検査に行き、実態と違うことを確認した。
これを農水省に申し入れ、評価書を見直したという案件があった。
租税特別措置の評価の点検事例を紹介する。国交省の物流効率化のための計画に基づき取得

した事業用資産に係る特例措置の延長である。物流効率化、つまり、ICTを使った最新型の倉庫
を活用し、トラックの荷下ろしの時間を短縮するといった事業を推進するために、導入した業者
の倉庫の割増償却を認めるといったものであった。
国交省の評価書では、労働生産性の向上が２％であり、その理由もきちんと書いてある。
最新型の倉庫を導入するとドライバーの平均労働時間が１時間短縮されるという計算されてい

る。
全体の２割の企業でも採用してもらえることが出来れば、労働生産性が２％向上するといった

根拠のしっかりした説明をされている。また、導入後の検証も行うことを宣言している。この事
例は良い事例であるので、総務省としてお墨付きを与えた事例である。
　実際の評価書については、総務省のサイトで各省庁の評価を見ることができるように紹介して
いるページを作っている。政策評価書を見ていただければ、何をしているのか分からない省庁の
事業を見て分かるようになっている。また、学識者が見て、外部検証ができるような詳細なデー
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タを掲載してもらうように徹底してきているので、評価レベルが正しいかどうか調べる際にも活
用してもらえたらと思う。
　

以上
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